
【宇城市景観条例に基づく届出（変更の届け出含む）手続きの流れ】 

行為の計画 

事前相談（市都市整備課） 

近隣住民説明会 

行為に着手 

景観計画の景観形成基準に対する適合性 

不適合 適合 

審査（市都市整備課） 

景観審議会に諮問・答申 

変更命令＊１／勧告＊２ 

完了報告 

届け出（市都市整備課） 

＊1 変更命令の対象については、法第17条第1項及び条例第9条に基づく特定届出対象行為（建築物及
び工作物の新増改築、移転、外観を変更することとなる修繕、模様替え、色彩の変更）です。 

＊2 勧告の対象については、変更命令の対象となる行為に加え、建築物及び工作物の撤去、屋外におけ
る自動販売機の設置、広告物の設置及び外観の変更等です。（法第16条第3項、条例第6条第5項） 

法令等による許認可を受ける
前に計画段階で事前相談を
行ってください。 

届出後30日間は行為に着手できません（法第18条）場
合により90日間まで延長の可能性あり。（法第18条） 

通知（行為制限期間を短縮） 

修正 

事業区域の面積が3，000㎡以上の太陽光発電施設の
設置（建築物に設置するものを除く）をする場合に限る。 


